
新設・廃止された略称について 
 

 「2016年度改定の要点と解説」の発行後、「保医発 0318第 5号:歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる

略称について」が 3月 18日に発出され、新設および廃止された略称が示されましたので、下記に紹介します。 

 

１．新設された略称 

（１）傷病名 

項目 略称 

エナメル質初期う蝕 Ｃｅ 

（２）傷病名以外 

項目 略称  項目 略称 

文書提供加算 文  歯科画像診断管理加算２  画診加２ 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 か強診  遠隔画像診断 遠画診 

エナメル質初期う蝕管理加算 初期う蝕  歯科口腔リハビリテーション料１（１ 有床義歯の場合） 歯リハ１（１） 

歯科治療総合医療管理料（Ⅰ） 医管（Ⅰ）  歯科口腔リハビリテーション料１（２ 舌接触補助床の場合） 歯リハ１（２） 

歯科治療総合医療管理料（Ⅱ） 医管（Ⅱ）  歯科口腔リハビリテーション料１（３ その他の場合） 歯リハ１（３） 

薬剤総合評価調整管理料 薬総評管  う蝕薬物塗布処置 サホ塗布 

診療情報提供料（Ⅰ） 情Ⅰ  手術用顕微鏡加算 手顕微加 

診療情報提供料（Ⅱ） 情Ⅱ  歯周疾患処置(糖尿病を有する患者に使用する場合) Ｐ処（糖） 

電子的診療情報評価料 電診情評  歯周病安定期治療（Ⅰ） ＳＰＴ（Ⅰ） 

歯科訪問診療料注 13（イ初診時） 歯訪診(初)  歯周病安定期治療（Ⅱ） ＳＰＴ（Ⅱ） 

歯科訪問診療料注 13（ロ再診時） 歯訪診(再) 
 床副子調整（イ 睡眠時無呼吸症候群の治療法

としての咬合床の場合） 
副調(イ) 

栄養サポートチーム連携加算１  ＮＳＴ１  床副子調整（ロ イ以外の場合） 副調(ロ) 

栄養サポートチーム連携加算２  ＮＳＴ２  床副子修理 副修 

在宅療養支援歯科診療所 歯援診 
 歯根端切除手術（歯科用３次元エックス線断層

撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合） 
根切顕微 

在宅患者歯科治療総合医療管理料（Ⅰ） 在歯管（Ⅰ）  支台築造間接法(ロ ファイバーポストを用いた場合) ファイバー(間) 

在宅患者歯科治療総合医療管理料（Ⅱ） 在歯管（Ⅱ）  支台築造直接法(イ ファイバーポストを用いた場合) ファイバー(直) 

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 訪問口腔リハ  歯科技工加算１  歯技工１ 

顎運動関連検査 顎運動  歯科技工加算２  歯技工２ 

歯冠補綴時色調採得検査 色調  有床義歯内面適合法(硬質材料を用いる場合)  床裏装(硬)又は床適合(硬) 

有床義歯咀嚼機能検査 咀嚼機能  有床義歯内面適合法(軟質材料を用いる場合)  床裏装(軟)又は床適合(軟) 

舌圧検査 舌圧  歯冠補綴物修理 Ｐｒｏ修理 

歯科画像診断管理加算１  画診加１    

 

２．名称変更により変更された略称 

旧項目 旧略称  新項目 新略称 

在宅かかりつけ歯科診療所加算 在か診 → 在宅歯科医療推進加算 在推進 

 

３．廃止された略称 

項目 略称  項目 略称 

歯科治療総合医療管理料 医管  アマルガム充填 ア充 

口腔機能管理加算 機能管  歯科技工加算 歯技工 

在宅患者歯科治療総合医療管理料 在歯管  有床義歯内面適合法 床裏装又は床適合 

平行測定 平測又はＢＰＴ  歯冠継続歯修理 ＰＣ修理 

歯科口腔リハビリテーション１ 歯リハ１  ヂヒドリン軟膏 ＤＤパスタ 

乳幼児う蝕薬物塗布処置 サホ塗布  テトラ・コーチゾン軟膏 ＴＴＫパスタ 

歯周病安定期治療 ＳＰＴ    

 


